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はじめに 栗原市の紹介

・栗原市

－人口約８万人

－宮城県の北部、岩手県
との県境に位置する

－平成１７年４月、 ９つの
町と１つの村が合併して
誕生した宮城県最大の市
（面積約８００k㎡）

栗原市

１



１．制度創設の目的

・栗原市いのちを守る緊急総合対策

－多重債務者救済のための新しい融資制度
－平成２０年１月４日より、開始

・自殺防止対策

－非常事態宣言
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２．制度設計

①連携と協力の概要

• 栗原市、仙台弁護士会、金融機関が相互に協力、連携する
ことで、多重債務者を救済する

• 栗原市
– 市民への窓口
– 金融機関への貸付資金の預託（1億円）

• 仙台弁護士会
– 法律に関する専門知識の提供

– 具体的な解決策の提示

• 金融機関
– 金融に関する専門知識の提供

– 貸付業務

栗原市

仙台
弁護士会

金融機関

多重債務者
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平成20年3月27日（木）

仙台弁護士会館

多重債務救済連携協力関する
協定書の締結式

３．制度設計と連携

②仙台弁護士会との連携

１．多重債務者救済のための無料法律相談会の開設

２．多重債務者発生予防のための啓発広報に対する協力

３．その他の連携協力事業
（情報交換、指導助言、連携担当窓口の設置）
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３．制度設計と連携
③仙台弁護士会との連携

月日 内 容

平成２１年
３月２４日

（火）

○第４回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２１年３月２４日（火）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）
日弁連多重債務対策本部事務局長 新里宏二弁護士

内容 ①平成２０年度事業推進の経過について
②平成２１年度実施事業の協議について

平成２１年
５月２５日

（月）

○第１回仙台弁護士会多重債務救済連携協力事業協議
日時 平成２１年５月２５日（月）午後３時～
場所 仙台弁護士会館３０４会議室
相手 市顧問弁護士

仙台弁護士会 庶務委員長（弁護士）
仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員長（弁護士）

内容 ①「栗原市のぞみローン」制度検討について
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３．制度設計と連携
④金融機関との連携

多重債務救済のための新しい融資制度
「栗原市のぞみローン」検討プロジェクト会議

日時 種別 内容

平成２１年

６月９日

（火）

会議

組織 仙北信用組合、一関信用金庫、七十七銀行築館支店、

仙台銀行築館支店、東北労働金庫築館支店、

栗っこ農業協同組合

場所 栗原市役所 １０１会議室

内容 ①平成２１年度栗原市いのちを守る緊急総合対策推進計画

②多重債務者救済のための新しい融資制度の利用状況に

ついて

③金融庁多重債務者対策有識者会議での「栗原市のぞみ

ローン」プレゼンテーションの報告について

④多重債務者相談担当者並びに融資担当者研修計画

（案）について
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４．制度の概要
①提携する貸付資金制度

貸付商品の名称
栗原市のぞみローン（多重債務者救済資
金）貸付資金とし、統一する

対象者
栗原市内に住所を有する方
多重債務者であり、債務の整理等に要する
資金を必要とする方

貸付限度額 １，０００万円以内

貸付利率 ７．９％（固定金利）

保証人等 原則として、連帯保証人１人以上

償還期間 １０年以内

提携する金融機関
仙北信用組合 ３店舗
一関信用金庫 ２店舗
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・自己破産

・任意整理

・個人再生

・特定調停

① 多重債務者
② 栗原市相談窓口
多重債務者相談電話

４２－３７７８
しあわせに みんななやむな

法律専門家
（栗原市の契約弁護士）

（仙台弁護士会）
（宮城県司法書士会）
（栗原ひまわり基金

法律事務所）

④栗原市のぞみローン
仙北信用組合
一関信用金庫

債務整理
完 了

４．制度の概要
②栗原市のぞみローン
多重債務解消のフロー

③ 法律相談

相談

誘導

具
体
的
な
解
決
方
法

融 多
資 重
制 債
度 務
解 救
決 済

面 福祉事務所
社会福祉課

談 社会福祉係
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４．制度の概要
③「栗原市のぞみローン」が有効と想定しているケース

• 融資がなければ、生活再建が困難な場合

– 法的な整理になじまない債務がある

• 公共料金の滞納

• 教育費の滞納

• 税金の滞納

• 家賃の滞納

• その他、利息制限法の対象外の債務
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４．制度の概要
④「栗原市のぞみローン」の貸し付け実例

– 例１（20代の男性）

・債務総額 220万円

・法的整理に馴染まない債務額（保育料、ガス代金、

国民健康保険税、水道料）90万円

※提携金融機関は、相談者の妻が、出産後に働きたい希望が

あったため、働き場所を紹介し、現在に至っている。

のぞみローン融資額 ２４９万円
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４．制度の概要
⑤「栗原市のぞみローン」の貸し付け実例

ー例２ （４０代の男性）

・負債総額 ４８０万円

・友人名義での借り入れ ４００万円
・本人名義での借り入れ １８０万円

・仙台弁護士会の無料相談を受け、ふたつの解決方法を示された。
①のぞみローンによる、一括返済の解決方法
②友人名義の借入１０社分を整理するため、各個人ごと任意
整理

・のぞみローン融資額 ３００万円
１１



『相談からはじまる解決のみち、
まずは相談しましょう』

４．制度の概要
⑥相談からはじまる解決のみち

ほとんどの相談者は、のぞみローン

を利用しないで、法的な整理方法で解
決に向かっておりますが、具体的な解
決方法の救済制度の選択肢のひとつ。
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５．融資制度の効果（１）

金融機関名 H１９年度 H２０年度 H２１年度 合計件数 合計額

仙北信用組合 ２件 ２件 ３件 ７件 22,710,000円

一関信用金庫 ２件 ４件 ３件 ９件 22,060,000円

合 計 ４件 ６件 ６件 １６件 44,770,000円

※のぞみローンの融資相談から、
他の融資に至ったケース

平成１９年度 ３件 245万円
平成２０年度 ４１件 5,050万円
平成２１年度 １５件 1,687万円

合計 ５９件 6,982万円

平成２１年１１月３０日現在
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相談日・時間 毎週月曜日～金曜日 午前９時～午後５時

専用回線 １台 （０２２８－４２－３７７８）（しあわせに みんななやむな）

相談従事職員 福祉事務所 社会福祉課 社会福祉係 ５名

◎電話相談開設状況 相談開始日：平成１９年８月２０日

相談の

件 数
２３５件

性 別
男 女

１３４件 １０１件

相談の

件 数
８１１件

性 別
男 女

４４７件 ３６４件

◎平成２１年度相談件数 ◎開設日からの累計相談件数

５．融資制度の効果（２）
栗原市多重債務相談電話利用状況

（平成２１年１２月２５日現在）
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５．融資制度の効果（３）
※相談件数が増加した要因

①融資制度の宣伝効果は、非常に大きなもの
があります。

②融資制度を勧める前に、
法律専門家の無料相談が
受けられ、適切な債務整理
方針を選択し、解決へと
導いてもらえる体制が、
市民の信頼を得られた。
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ポスター掲示 市内４０４箇所に掲示

・栗原市社会福祉協議会（１１箇所）
・多重債務者救済のための新しい融資制度「栗原市のぞみ
ローン」検討プロジェクトチーム金融機関（２２箇所）

・栗原市民生委員、児童委員による集会所等への掲示
（２６８箇所）

・栗原市各総合支所等（１２箇所）
・栗原市医師会医療機関（４８箇所）
・栗原市歯科医師会医療機関（３３箇所）
・栗原市各商工会（１０箇所）

６．市民への広報（１）
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６．市民への広報（２）
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自殺防止街頭キャンペーン
平成２１年１２月１２日 （土） １０：３０～１２：３０
（築館・若柳ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ、志波姫ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰの３地区で開催）
一般市民に対し、相談電話番号や多重債務相談及びつながりを信じて等を

記載したチラシや、ポケットティッシュを、７月、１２月の実施で市民１０、０００人に
配布しました。

６．市民への広報（３）
自殺防止１０，０００人キャンペーン
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多重債務者発生予防対策 特集記事の掲載

発行日 種別 内 容

平成２１年

７月１日

広報

○広報くりはら（第７３号）

内容：相談から始まる解決のみち

各種支援制度と、相談窓口の紹介

平成２１年

９月１日

○広報くりはら（第７７号）

内容：ヤミ金の被害にあわないなめに

平成２１年

１２月１日

○広報くりはら（第８３号）

内容：貸金業法が改正され過剰貸付が規制されます

平成２２年

２月１日

○広報くりはら（第８７号）（予定）

内容：相談して解決した市民の体験談特集の掲載

仙台弁護士会との多重債務者救済連携協力事業

６．市民への広報（４）
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７．啓蒙活動（１）

報道機関（テレビ）での栗原市の取組み紹介

平成２０年１０月２９日（水）
午後８時００分から

午後８時２９分

ＮＨＫ福祉ネットワーク
『借金苦から市民を救え―多重債務・地方自治体の奮闘―』

平成２０年１０月３１日（金）
午後７時３０分から

午後７時５５分

クロ－ズアップ東北－ＮＨＫ仙台放送局
『自殺増加を食い止めろ ～多重債務からの救出～』

平成２１年４月１５日（水）
午前８時３５分から

午前９時２５分

ＮＨＫ「生活ほっとモーニング」
『命 つなぎとめたい ～自殺者３万人 何が必要なのか～』

平成２１年９月１１日（金）
午後１１時３０分から

午前０時３０分

日本テレビ「ニュースゼロ」
特集『自治体による自殺率減少への取り組み』

平成２１年１２月１８日（金） ＡＢＣニュース（アメリカ合衆国）「のぞみローンの紹介」
『For suicide Japanese , help is finally at hand』（ＡＰ通信）
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報道機関（新聞等全国紙）での栗原市の取組み紹介

毎日新聞 平成２１年２月２６日（木） 消費ナビ欄
『整理資金を貸し付け 全国から注目される

宮城県栗原市の多重債務対策とは』

朝日新聞 平成２１年９月１０日（木） 社会面
『自殺防止取り組む自治体 「つながる」きっかけ作り』

＊宮城県栗原市と京都府京丹後市

ニューヨーク
タイムス

平成２１年１２月１８日（金）（アメリカ合衆国）「融資制度の紹介」
『For suicide Japanese , help is finally at hand』（ＡＰ通信）

ワシントン
ポスト

平成２１年１２月１８日（金）（アメリカ合衆国）「融資制度の紹介」
『For suicide Japanese , help is finally at hand』（ＡＰ通信）

７．啓蒙活動（２）
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主な行政視察等（議会関係）

平成２１年２月１３日 行政視察 宮城県女性議員連盟 ２０名

５月１２日 行政視察 埼玉県川口市議会議員行政視察 １名

７月１４日 行政視察 東京都日野市議会市民クラブ ６名

１０月２８日 行政視察 福岡県久留米市議会緑水会議員団１０名

１１月９日 行政視察 新潟県妙高市議会建設厚生委員会 ９名

平成２２年１月２１日 行政視察 京都府城陽市議会福祉文教常任委員会
９名

７．啓蒙活動（３）

２２



栗原市の木

ヤマボウシ
（方言名：ヤマグワ）
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保健福祉部 健康推進課平成 19 年 8 月 1 日策定 

 

「栗原市いのちを守る緊急総合対策」 

 

1．はじめに 

 

栗原市は宮城県内においても自殺率が高く、自殺者が年々増えている現状はまさに危機的

状況にある。国の自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づき、栗原市においても市民の

いのちを守るため、総合的な施策を緊急に実施する必要がある。 

  自殺総合対策大綱において、多くの自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、様々

な悩みにより心理的に「追い込まれた末の死」と位置づけられ、心理的な悩みを引き起こ

す様々な要因に対する社会の適切な介入により、また、自殺に至る前のうつ病等の精神疾患

に対する適切な治療により、「多くの自殺は防ぐことができる」とされております。 

また、自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサインを発しており、家族や職場の

同僚など身近な人は、自殺のサインに気付いていることも多く、このような一人ひとりの気

づきを自殺予防につなげ行くことが課題であるとなっている。 

人の「命」は何ものにも代えがたく、また、自殺は本人にとってこの上ない悲劇であるだ

けでなく、家族や周りの人々に大きな悲しみと生活上の困難をもたらし、社会全体にとって

も大きな損失である。 

栗原市を挙げて自殺の防止対策に取り組み、自殺を考えている人を一人でも多く救うこと

によって、栗原を生きやすい地域に変えて行く必要がある。 

 

 

２．世代別自殺の特徴と対策の方向 

  

(1) 青少年(３０歳未満) 

   思春期は精神的な安定を損ないやすく、また、青年期に受けた心の傷は生涯にわたって

影響することから、栗原市における自殺者は少ないものの、全国的には増加傾向にあるこ

とから青少年の自殺対策は重要である。 

   青少年の心の健康保持・増進や良好な人格形成への支援を行うことが、適切の自殺予防

につながることから、児童生徒対する自殺予防に資する教育や教職員に対する普及啓発に 

取り組む必要がある。 

 

(2) 中高年(３０歳～６４歳) 

   中高年は、家庭、職場、地域において重要な位置を占める一方、心理的にも、社会的に

も負担を抱えることが多い世代である。 

   特に、仕事に関しての強い不安やストレスを感じており、また、女性は出産や更年期に

おいて心の健康を損ないやすく、心理的、社会的ストレスに対応するための心の健康づく 

りとともに、ストレスの原因となる長時間労働や失業等の社会的要因に対する取り組みが

重要である。 

参考資料 １ 
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栗原市においても、ストレスによるうつ病が増加傾向にあり、また、地域の特性として 

アルコールの多量飲酒者が多いことから、これらの早期発見と病気に対する正しい知識の

普及啓発が重要であるとともに、地域と職域の連携も欠かせないものとなっている。 

 

 (3)  高齢者(６５歳以上) 

高齢者は、慢性疾患による継続的な身体的苦痛や将来への不安、身体機能の低下に伴う

社会や家庭における役割の喪失感、近親者の喪失や介護疲れによるうつ病が増えている。 

   栗原市は高齢化の進捗が著しく、高齢者の一人暮らしも増えていることから、健康診査

や介護予防事業を活用し、うつ病の早期発見、早期治療とともに、高齢者の生きがい作り

が重要である。また、在宅介護者に対する支援の充実も重要である。 

 

 

３. 自殺を防止するための当面の重点施策 

 

  (1) 栗原市の自殺の実態を明らかにする  

    栗原市の自殺の実態について、関係者間では周知のことではあったが、その状況につい

てはこれまで広く知られていなかったが、その実態は危機的状況となっていることから、 

① 自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、その実態を明らかにし、市民一人ひとり  

が命の大切さを考えていただく機会とする。 

② 社会的要因を含む自殺の原因や背景について調査し、自殺予防のための介入ポイント

等についての考察を行うとともに、自殺対策に関する情報の提供を推進する。 

 

  (2) 地域ぐるみで市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

       自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、いち早く専門的に

支援できる場につなぎ、地域で見守っていくという市民一人ひとりの役割等について、市

民の理解を促進するため、 

① 自殺や精神疾患に対する正しい知識の普及とこれらに対する偏見をなくすため、教育

活動、広報活動を通じた啓発事業を積極的に推進する。 

     ② 学校において、体験学習や地域の高齢者等との世代間交流等を活用するなどして、児

童生徒が命の大切さを実感できる教育を推進するとともに、自殺予防を目的とした教

育の実施に向けた環境づくりを推進する。 

   ③ 地域においては、それぞれの地域で活動している様々な関係者及び関係団体等と協力

連携し、地域ぐるみで気づきと見守りを促すことができるよう支援する。 

 

  (3) 早期対応の役割を果たす人材の養成 

        自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに

気づき、適切な対応を図ることができる人材の養成が重要であることから、 

   ① 精神科領域の医療資源が乏しい栗原市では、市民の相談に対応する保健師等の地域保

健スタッフの資質向上を図り、早期に適切な治療つなげる必要がある。 
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② 住民主体の見守り活動を支援するため、身近において市民と接する機会の多い、民生 

 

 

委員・児童委員、行政区長など、地域のリーダー的役割を果たす方々に対する心の健

康づくりや自殺予防に関する施策についての研修を実施する。 

③ 児童生徒と日々接している教職員については、自殺の危険性の高い児童生徒に気づい

たときの対応方法や自殺者の遺児に対するケアを含め、教育相談を担当する教職員の

資質向上のための研修会等を実施する。 

④ 県や関係機関と連携を図りながら、多重債務相談や経営相談、就職相談等の社会的要

因に関連する相談員の資質の向上を図る。 

 

 (4) 心の健康づくりの推進 

    地域、職場、学校などにおいて、自殺の要因となる様々なストレスについて、ストレス

要因の軽減、ストレスへの適切な対応など、心の健康の保持・増進のための体制整備を

進めるため、 

   ① 地域における心の健康相談に関する機能を向上させるとともに、心の健康づくりにお

ける地域保健と職域保健の連携を推進する。 

② 市民の心身の健康保持・増進を支援する施策を推進するとともに、高齢者が地域で集

い、憩うことのできる場の整備や、生きがい発揮のため環境づくりに努め、快適で安

心な生活環境づくりを推進する。 

③ 職場における労働者の心の健康の保持・増進対策、保健スタッフの資質向上と相談体

制の充実等を支援し、労働者が職場内で相談しやすい環境整備を図る。 

④ メンタルヘルス対策の取り組みが進んでいない小規模事業所については、職域と地域

の連携を図り支援を充実する。 

⑤ 学校においては、保健室やカウンセリングルームなどを開かれた場として活用し、保

健相談活動を推進するとともに、スクールカウンセラーの配置など相談体制の充実を

図る。 

 

  (5)  社会的要因への取り組み 

    社会的要因を含む様々な要因により自殺の可能性が高まっている人に対し、社会的な支 

援の手を差し伸べのることにより、自殺を防止するため、 

① 自殺の危険を示すサインとその対応方法、相談窓口の一覧表などを掲載した市民向け

のパンフレット等の配布や相談しやすい体制の整備を促進する。 

    ② 商工会や農協等と連携し経営相談や再生支援など、経営者に対する相談事業を推進す

る 

    ③ 失業者に対しては、早期再就職のための雇用対策を推進するとともに、ハローワーク

等と連携し職業相談や失業に直面した際に生じる心の悩み相談など様々な生活上の

問題に関する相談に対応できる体制の整備を図る。 

④ 多重債務等による生活困窮者に対し、専用電話による相談窓口を設置し個別相談に対

応するとともに、融資制度等多重債務問題解決のための情報提供と周知を図る。 

   ⑤ 高齢者を介護する者の負担を軽減するため、地域包括支援センターその他関係機関と
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連携し、介護者に対する相談等が円滑に実施できる体制の整備を図る。 

 

  

(6) 自殺未遂者・遺族への取り組み 

    自殺未遂者の再度の自殺を防ぎ、家族等の身近な人の見守りを支援するため、 

① 医療保健福祉ネットワークの構築を図り、継続的なケアができる体制の整備を図る。 

② 自殺や自殺未遂の発生により遺された人の心理的影響を和らげるケアのため、関係機

関と連携し遺族への相談体制の充実を図る。 

③ 遺族のための相談窓口の一覧表や民間団体の連絡先等を掲載したパンフレットを作成

し周知を図る。 

   ④ グリーフケア制度の啓発とグリーフケアに取り組んでいる団体等と連携しながら遺さ 

れた家族等を支援する。 

 

  (7)  民間団体等との協力 

    民間団体による相談活動などの取り組みは、多くの自殺の危機にある人を救っており、 

自殺防止対策を進める上でその効果は大きなものがあることから、 

     ① 自殺防止や自死遺族のケア活動をしている団体等との連携を図るとともにその活動を 

支援する。 

   ② 地域の特性としてアルコールの多量飲酒者が多く、アルコールが自殺を誘発する危険 

性が高いことから、アルコール問題に取り組んでいる民間団体等との連携を図る。 

    

 

４．自殺防止対策の数値目標 

 

 国の自殺総合対策大綱の数値目標は、平成２８年までに、平成１７年の自殺率を２０％以上 

減少させるとなっているが、栗原市の平成１７年の自殺率は４８．６となっており、自殺率は 

全国平均の倍以上となっていることから、栗原市では平成２３年までに３０％以上減少させる 

ことを目標とする。 

 

５．推進体制 

  

 (1) 栗原市自殺防止対策連絡協議会の設置 

   構成については、栗原市自殺防止対策連絡協議会設置要綱の 

   別表（１）のとおり 

 

 (2)  庁内対策委員会の設置 

構成については、栗原市自殺防止対策連絡協議会設置要綱の 

   別表（２）のとおり 

 

６．平成２１年度の推進計画 

  別紙 平成２１年度「栗原市いのちを守る緊急総合対策」推進計画のとおり 



 

項　　　　　　目 区 分 事　　　　　　業　　　　　　名 平成２１年度実施計画　　（網掛け部分は、実績） 備　　　考

　１．栗原市いのちを守る
　　　緊急総合対策の推進

継続

・栗原市自殺防止対策連絡協議会
・栗原市自殺防止対策連絡協議会庁内対策委員会

・栗原市自殺防止対策連絡協議会の開催
平成２１年５月２０日（水）　　第１回協議会　２９名参加
平成２１年１１月１３日（金）　第２回協議会　３４名参加
　
・栗原市自殺防止対策連絡協議会庁内対策委員会の開催
平成２１年５月１３日（水）　　第１回庁内対策委員会　１３名参加
平成２１年１１月５日（木）　　第２回庁内対策委員会　１６名参加

・市民生活部
・庁内各関係課

　２．心の病に対する
　正しい知識の啓発・普及

継続 ・いのちを守る緊急総合対策事業「相談支援研修会」

・いのちを守る緊急総合対策事業「相談支援研修会」を開催
参加者：市内各地区民生委員　延べ５２名参加
時   期：第１回目　７月２４日（金）
　　　　　第２回目　７月３１日（金）
　　　　　第３回目　８月７日（金）

宮城県北部保健福祉事務所栗原
地域事務所
健康推進課

継続 ・栗原市心の健康サポーター養成事業

栗原市心の健康サポーター養成事業
参加者：延べ１３９名参加
時   期：９月～１１月　５回コース
　　　　　第１回　１０月　２日（金）　　　第４回　１１月１１日（水）
　　　　　第２回　１０月２０日（火）　　　第５回　１１月２６日（木）
　　　　　第３回　１０月２９日（木）

こころの健康サポーターの活動支援
　○講演会やキャンペーンの協力
　○活動の支援と相談
　　　⇒こころの健康サポーターの会結成
　　　　・１１月２０日より毎月２０日に「コーヒーサロン秋桜」を開催

宮城県北部保健福祉事務所栗原地域
事務所
宮城県精神保健福祉センター
健康推進課

＊民間としては宮城県初

継続 ・メンタルヘルス研修会

・メンタルヘルス研修会
対象者：一般市民
時   期：７月１２日（日）
会   場：この花さくや姫プラザ
テーマ：「上手な悩み方、相談の仕方」
講　師：秋田大学医学部准教授　佐々木久長　氏
参加者：３００人

宮城県北部保健福祉事務所栗原地域
事務所、
健康推進課

新規 ・自殺予防週間
・平成２１年度自殺予防週間　９月１０日～９月１６日
・広報「くりはら」に関係記事による広報
『あなたの気持ち、話してください。　心のサインに気づいてください。』

社会福祉課
健康推進課

継続 ・地区啓発事業

・地区啓発事業「うつ病について」講話
　　瀬峰地区　２３名（保健推進員研修会にて）、今後　鶯沢、築館を予定
　　保健師による「こころの健康づくり」についての健康相談・健康
　教育実施中

継続 ・精神障害者家族教室
対象者：精神障害を持つ方の家族等
実施日：８月２７日、９月２９日、１０月７日（全３回コース）

継続 ・専門職のスキルアップ研修

・専門職のスキルアップ研修　（平成２１年度３回開催）
　開催日：４月９日
　場　所：栗原市役所　講堂
　講　師：精神保健相談医　岡崎伸朗先生
　対　象：精神保健担当職員

継続 ・介護予防事業（健康教育・健康相談） ・介護予防事業（健康教育・健康相談）
各総合支所市民サービス課
介護福祉課

　３．現況調査 ・既存データの活用による現状把握と認識の共有

・市民への現状の周知

・自殺要因の分析と考察

　４．対処マニュアルの作
成

継続 ・多重債務等による生活困窮者対策の検討 ・地区民生委員会定例会での事業説明 産業戦略課、社会福祉課

　　栗原市１０地区の民生委員会定例会において、「栗原市のぞみ

ローン」及び、社会福祉協議会生活福祉資金の概要等を説明し、

生活困窮者救済のための制度を説明し、ポスター等の掲示も

併せて協力依頼を行う。

 ５．相談窓口の設置 継続 ・宮城県「子どもと親の相談員」等の活用調査研究委託事業
市内モデル小学校１校
　⇒市内小・中学校３９校対象

　　 継続 ・栗原市教育相談員設置事業
・栗原市教育相談員設置事業
   市内小・中生徒担当者会議への参加、指導・助言

継続 ・いじめ問題対策室設置事業 ・いじめ問題対策室設置事業

継続 ・宮城県スクールカウンセラー活用事業 ・宮城県スクールカウンセラー活用事業

継続 ・家庭児童相談 ・家庭児童相談 子育て支援課

継続 ・栗原市相談支援事業（委託事業：知的・精神・身体） ・栗原市相談支援事業（委託事業：知的・精神・身体） 社会福祉課 ・ 健康推進課

継続 ・栗原市メンタルヘルス相談事業 ・栗原市メンタルヘルス相談事業（年間１５回開催） 健康推進課

継続 ・精神保健福祉相談事業 ・精神保健福祉相談事業
宮城県北部保健福祉事務所栗原地域
事務所

継続 ・多重債務等による生活困窮者の相談のための専用電話設置　 ・電話相談体制等
社会福祉課

   専用電話の番号は　０２２８－４２－３７７８ 　　　　毎週月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

　　　　専用回線　４２－３７７８（しあわせに　みんななやむな）

　　　　相談従事職員　　　福祉事務所職員　５名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会福祉士、社会福祉主事）

　

健康推進課

健康推進課及び関係各課

学校教育課

 平成２１年度「栗原市いのちを守る緊急総合対策」推進計画 　　

・既存データの活用による現状把握と認識の共有
・市民への現状の周知
・自殺要因の分析と考察

　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年１２月３１日　現在
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項　　　　　　目 区 分 事　　　　　　業　　　　　　名 平成２１年度実施計画　　（網掛け部分は、実績） 備　　　考

 ５．相談窓口の設置 拡充 仙台弁護士会と栗原市との連携協定事業 １．多重債務者救済のための無料法律相談の開設 社会福祉課

　①日　　　　時　　　毎月２回　第１・第３木曜日（２４回予定） 仙台弁護士会

　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分から午後４時３０分まで

　②場　　　　所　　　栗原市役所　築館本庁舎

　③派遣弁護士　　仙台弁護士会は、弁護士８名を交代で派遣

２．多重債務者発生予防のための啓発広報に対する協力

　①多重債務者発生予防について広報誌、市ホームページに

　　掲載、内容の指導助言（年４回）

　　　　広報くりはら７月１日号（第７３号）

　　　　広報くりはら９月１日号（第７７号）

　　　　広報くりはら１２月１日号（第８３号）

　　　　広報くりはら２月１日号（掲載予定）

　②多重債務相談担当職員、金融機関融資担当研修会への
　講師派遣 開催日：１１月１７日（火）午後２時～

　　　　　　　　　講　師：仙台弁護士会　及川毅弁護士

　　　　　　　　　参加者：５３名（民生委員、生活相談員、金融機関等）

３．その他の連携協定事業

　①多重債務者発生予防に係る情報交換の場を定期的に開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　（年４回予定、状況により随時開催）

　②多重債務相談後のフォローに対する指導助言（随時）

　③連携窓口担当者の設置
継続 社会福祉課

　・名　称：栗原市のぞみローン（多重債務者救済資金） ・平成２１年預託額

　・対象者：①栗原市に住所を有する者 　　総額　１億円　　（仙北信用組合　６千６６０万円）

　　　　　　　②多重債務者であり、債務の整理等に要する資金 　

　　　　　　　　 を必要とする方 　　　　　　　　　　　　（一関信用金庫　３千３４０万円）

　・貸付限度額：1,000万円以内

　・貸付事業の開始：平成２０年１月４日

７．啓発事業 新規 １．自殺防止１０，０００人キャンペーン １．自殺防止１０，０００人街頭キャンペーン 健康推進課

　 　（１）日　時：平成２１年７月１２日（日）１０：３０　～１２：３０　　　 社会福祉課

　　＊自殺防止キャンペーンは、年２回実施します。 　 栗原市自殺防止対策連絡協議会委員

　 　（２）場　所：市内４ヶ所、（　）は所在地区 　築館公共職業安定所

　　　　第１回目　平成２１年７月１１日（土）～７月１２日（日） 　　築館ヨークベニマル（築館） 　瀬峰労働基準監督署

　　ウジエスーパー（若柳） 　宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

　　志波姫イオンスーパー（志波姫）　 　宮城県北部保健福祉事務所栗原地域事務所

　　金成マックスバリュー（金成）　　 　宮城県北部教育事務所栗原地域事務所

　 　 　宮城県若柳警察署

　 　（３）内　容：自殺防止の呼びかけとティッシュ及びちらしの配布 　宮城県築館警察署

　 　宮城県精神保健福祉協会

２．講演会 　栗原市医師会

　（１）日　時：平成２１年７月１２日（日）１３：３０～ 　栗原市歯科医師会

　 　栗原市薬剤師会

　（２）場　所：この花さくや姫プラザ 　宮城県看護協会栗原支部

　 　栗っこ農業協同組合

　（３）講　師：秋田大学医学部　准教授　佐々木久長 氏 　栗原南部商工会、若柳金成商工会

　 　栗駒鶯沢商工会、一迫花山商工会

　（４）テーマ：「上手な悩み方・相談の仕方」 　栗駒高原森林組合

　栗原市企業連絡協議会

３．多重債務等無料法律相談会 　築館金融団

　（１）日　時：平成２１年７月１１日（土）１３：００　～１６：３０　　　 　栗原市社会福祉協議会

　（２）場　所：栗原市立図書館　２階大研修室 　栗原市行政区長代表

　（３）相談対応者：仙台弁護士会弁護士、 　栗原市民生委員児童委員協議会

　　　　　　　　　　　栗原ひまわり基金法律事務所　弁護士 　栗原市保護司会

　　　　　　　　　　　宮城県司法書士会　司法書士 　栗原人権擁護委員協議会

　　　　　　　　　　　福祉事務所職員 　栗原市更生保護女性連盟

　栗原市ボランティア連絡協議会

　（４）相談者数　　１８人 　栗原市老人クラブ連合会

　青少年のための栗原市民会議

　栗原市健康づくり推進協議会

　栗原市食生活改善推進員連絡協議会

　ＮＰＯ法人宮城県断酒会北支部

　栗原市メンタルヘルス・ボランティア「つくしんぼの会」

　栗原市小学校校長会

　栗原市中学校校長会

　栗原市学校教育連絡協議会

　栗原市ＰＴＡ連合会

　 　 仙台弁護士会

　 栗原ひまわり基金法律事務所

　 宮城県司法書士会

　

拡充 １．自殺防止１０，０００人街頭キャンペーン 健康推進課

　（１）日　時：平成２１年１２月１３日（日）１０：３０　～１２：３０　　　 社会福祉課

　 栗原市自殺防止対策連絡協議会委員

　（２）場　所：市内４ヶ所、（　）は所在地区

　　築館ヨークベニマル（築館） 　以下、同上団体

　　ウジエスーパー（若柳）

　　志波姫イオンスーパー（志波姫）　

　　金成マックスバリュー（金成）　　

　（３）内　容：自殺防止の呼びかけとティッシュ及びちらしの配布

栗原市のぞみローン（多重債務者救済資金）貸付制度の活用

平成２１年度「栗原市いのちを守る緊急総合対策」推進計画 　　

６．栗原市のぞみローン
（多重債務者救済資金）貸
付制度

栗原市のぞみローン（多重債務者救済資金）貸付制度
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項　　　　　　目 区 分 事　　　　　　業　　　　　　名 平成２１年度実施計画　　（網掛け部分は、実績） 備　　　考

２．研修会 健康推進課

７．啓発事業 １．自殺防止１０，０００人キャンペーン 　（１）日　時：平成２１年１２月１３日（日）１３：３０～ 社会福祉課

　  栗原市自殺防止対策連絡協議会委員

　　＊自殺防止キャンペーンは、年２回実施します。 　（２）場　所：この花さくや姫プラザ 　築館公共職業安定所

　  　瀬峰労働基準監督署

　　　　第２回目　平成２１年１２月１２日（土）～１２月１３日（日） 　（３）講　師：特定非営利活動法人　自殺防止対策支援センター　 　宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

　　　　　　　　ライフリンク　代表　清水康之 氏　 　宮城県北部保健福祉事務所栗原地域事務所

　 　宮城県北部教育事務所栗原地域事務所

　（４）テーマ　「生き心地のよい社会をめざして」 　宮城県若柳警察署

　　　　　　　　　～行政の役割　市民の役割～ 　宮城県築館警察署

 　宮城県精神保健福祉協会

　（５）参加者　　　３１５人出席 　栗原市医師会

　　　　　　　・保健推進員 　栗原市歯科医師会

　　　　　　　・栗原市各地区ボランティア 　栗原市薬剤師会

　　　　　　　・自殺防止対策連絡協議会委員 　宮城県看護協会栗原支部

　　　　　　　・自殺防止対策連絡協議会庁内対策委員会委員 　栗っこ農業協同組合

　　　　　　　・民生委員・児童委員 　栗原南部商工会、若柳金成商工会

　 　栗駒鶯沢商工会、一迫花山商工会

３．　多重債務相談 　栗駒高原森林組合

　　　　　　　　　　　　　　　無料法律相談会 　栗原市企業連絡協議会

　　　生活法律相談 　築館金融団

　 　栗原市社会福祉協議会

　（１）日　時：平成２１年１２月１２日（土）１３：００　～１６：３０　　　 　栗原市行政区長代表

 　栗原市民生委員児童委員協議会

　（２）場　所：栗原市立図書館　２階大研修室 　栗原市保護司会

 　栗原人権擁護委員協議会

　（３）無料法律相談対応者： 　栗原市更生保護女性連盟

　　　　　　　　　　　仙台弁護士会　弁護士 　栗原市ボランティア連絡協議会

　　　　　　　　　　　栗原ひまわり基金法律事務所　弁護士 　栗原市老人クラブ連合会

　　　　　　　　　　　宮城県司法書士会　司法書士 　青少年のための栗原市民会議

　　　　　　　　　　　福祉事務所職員 　栗原市健康づくり推進協議会

　（４）相談者数　　１６人 　栗原市食生活改善推進員連絡協議会

４．　無料健康相談会 　ＮＰＯ法人宮城県断酒会北支部

　栗原市メンタルヘルス・ボランティア「つくしんぼの会」

　（１）日　時：平成２１年１２月１２日（土）１３：００　～１６：３０　　　 　栗原市小学校校長会

 　栗原市中学校校長会

　（２）場　所：栗原市立図書館　２階大研修室 　栗原市学校教育連絡協議会

 　栗原市ＰＴＡ連合会

　（３）健康相談対応者：

　　　　　　　　　　　健康推進課　保健師　３人 仙台弁護士会

　（４）健康相談者数　５名 栗原ひまわり基金法律事務所

 宮城県司法書士会

拡充 ２．「全国一斉多重債務者相談ウィーク」 ２．全国一斉多重債務者相談ウィーク 社会福祉課

・期　間：平成２１年１２月９日（水）～１２月１５日（火） １）日時：平成２１年１１月２７日（火） 仙台弁護士会

　 ２）多重債務無料相談会 宮城県司法書士会

新規 メンタルヘルス相談窓口の啓発と支援 １　下記のポスターを作成し、掲示を行う。 社会福祉課

　 　・多重債務相談窓口の啓発ポスター 健康推進課

　 　・メンタルヘルス相談窓口の啓発ポスター

　・グリーフケア相談の啓発ポスター

継続 ・酒害相談事業の広報・啓発と支援
栗原市メンタルヘルス相談事業、宮城県精神保健福祉相談にて対応
・酒害相談事業の広報・啓発と支援

NPO宮城県断酒会北支部

継続 ・相談支援機関ネットワークの構築 ・相談支援機関の現状を把握

継続 ・各相談窓口の広報 ・各相談窓口を広報に掲載

継続 ・グリーフケア　（自死遺族ケア）

・栗原市においてグリーフケア　（個別相談）を年間４回開催
　６月１９日、９月１１日、１２月１１日（午前）利用者なし

・わかちあいの会を藍の会と共催
　７月１８日　（６名）、　９月１９日　（２名）
　１月１６日　　、３月２０日

宮城県精神保健福祉センター
宮城県北部保健福祉事務所栗原地域
事務所　、
健康推進課

拡充
・グリーフケアスタッフ研修会
・相談窓口の広報・啓発

６月１９日、９月１１日　午後
　・グリーフケアスタッフ研修を年間２～３回程度開催し、遺族支援技術を
学ぶ
　・自死遺族の訪問ケアについて学ぶ
　・県の支援冊子「大切な人を亡くされた方に」の配布

宮城県精神保健福祉センター
宮城県北部保健福祉事務所栗原地域
事務所
健康推進課、各総合支所市民サービ
ス課

９．その他関連する事業 継続 ・生活保護法施行事務 ・生活保護法施行事務

拡充 ・水道、電気、ガス事業者との連携連絡会議 ・生活困窮者の把握に関する事業

継続 ・けやき教室（適応指導教室） ・けやき教室（適応指導教室）

継続 ・宮城県警察スクールサポーター事業 ・宮城県警察スクールサポーター事業

継続 ・高齢者生きがい活動支援通所事業（ミニデイ） ・高齢者生きがい活動支援通所事業（ミニデイ）

継続 ・水中運動モデル事業 ・水中運動モデル事業

継続 ・介護予防事業（特定高齢者） ・介護予防事業（特定高齢者）

継続 ・平成２１年度 東北大学大学院医学系研究科連携事業 ・平成２１年度 東北大学大学院医学系研究科連携事業 介護福祉課

栗原市脳卒中・認知症・寝たきり予防プロジェクト 栗原市脳卒中・認知症・寝たきり予防プロジェクト

継続 ・要保護児童対策地域協議会 ・要保護児童対策地域協議会 子育て支援課

介護福祉課
地域包括支援センター
各総合支所

８．自死遺族のフォロー

 　　＊ グリーフケアとは、大切な人を亡くして悲観に暮れる人(グリーフ)を支える(ケア)ということ。

平成２１年度「栗原市いのちを守る緊急総合対策」推進計画 　　

社会福祉課

宮城県北部保健福祉事務所栗原
地域事務所
健康推進課

学校教育課

市内４０４か所に掲示
社会福祉協議会（１１）、市内金融機関（２２）、市内集会
所（２６８）、各総合支所（１２）、医師会医療機関（４８）、
歯科医師会医療機関（３３）、市内商工会（１０）

 3










